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若
狭
・
越
前
及
び
加
引
の
江
沼
・
能
美
二
郎
を
領
し

て
北
，
庄
に
治
し
た
川
口
m
m
五
郎
左
衛
門
円
山
努
に
m
副
さ

せ
た
。

寸
三
年
長
努
残

L
、子
長
震
越
前
・加
引
の
制

を
除
か
れ
た
が
、秀
勝
は
前
大
山
間
寺
に
在
っ
た
。
同
年

間
八
且
江
沼
・
能
楽
二
加
の
岡
山
久
太
郎
究
政
に
領
せ

ら
れ
る
に
及
び
、秀
勝
は
秀
政
の
血
(
力
と
な
り
、関
長

一
一
年
禿
政
の
子
左
衛
門
知
努
治
の
越
後
‘
品
川
に
修
さ

れ
た
時
、秀
勝
も
亦
之
に
従
う
て
新
夜
間
に
去
っ
た
。

-一
一
年
北
，
庄
な
る
小
早
川
努
駄
の
臣

山
口
玄
稗
允
宗

永
大
刑
事
寺
に
来
り
、
引
年
以
徳
二
氏
の
銭
を
椛
へ

た
時
に
は
、
前
川
制
副
附
東
軍
に
臨
し
て
、
宗
拠
出

;
1

ー

l
l

u
〕
の
域
応
悩
み
、
八
且
三
日
訟
に
之
を
出
っ
た
。
是

i

l

 

一
に
於
い

て
利
M
M
は
、
篠
版
刷
刑
制
守
一
平

・
加
際
宗
兵

衛
軍
服
・有
到
秦
J

ハ
直
政
を
置
い
て

こ
の
城
を
守
ら

せ
た
が
、
そ
の
越
前
よ
白
斑
軍
す
る
に
及
び
、

一
学

専
を
撤
退
さ
せ
た
。
凶
っ
て
大
鰐
寺
掠
は
祭
械
と
な

っ
た
が
、
九
且
十
五
日
前
川
和
長
の
再
び
雨
上
す
る

に
及
び
、
太
旧
但
馬
M
K
知
を
大
山
一
山
寺
械
に
入
れ
て
守

的
せ
し
め
る
こ
と
L

し
た
。
後
七
年
紅
H
n
u
K
知
の
金

抑
械
に
株
せ
ら
れ
る
に
及
び
、
小
山
明
仙
川
太
夫
を
し
て

代
ら
し
め
、
八
年
椛
太
夫
死
後
続
山
凶
師
長
禿
を
芭

さ
、
十
年
十
一

且
長
努
が
奴
し
た
の
で
-L
乱
脈
大
和
長

慌
を
飽
き
、
十
六
年
長
般
の
子
叩
斐
そ
の
後
を
迎
い

だ。

十
九
年
大
坂
冬
仰
に
叩
斐
亦
留
っ
て
之
を
守

。
、
元
和
元
年
の
役
に
は
禅
問
道
供
意
久
が
こ
ミ
に

日
た
。
見
氷
十
訂
年
総
附
一
附
一
械
の
制
を
布
い
た

向
、
木
丸
・市
町
肋
丸
・
戸
次
丸
・
釘
γ

九
・
局
丸
等
の
構

築
怒
〈
州
制
緩
せ
ら
れ
た
。
前
削
利
治
が
そ
の
子
利
治

を
大
抽
出
寺
に
分
討
す
る
こ
と
を
前
う
て
泊
さ
れ
た
の

は
、
見
永
十
六
年
六
且
二
十
日
で
あ
っ
た
が
、
利
治

は
山
下
に
似
を
起
さ
せ
、年
末
に
京
っ
て
入
部
し
た
。

こ
れ
よ
り
後
も
大
地
寺
械
と
い
ふ
こ
と
の
な
い
で
は

な
い
が
、
阿
よ
り
公
式
の
鱗
呼
で
な
く
、
民
は
陣
屋

タ
イ

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
チ
ヤ

大
型
寺
茶

滞
京
附
凶
利

明
の
問
、
老
庖
紳
谷
内
帥
附
に
茶
れ
を
山
城
よ
り
脈
入

せ
し
め
、
部
内
笹
村
の
草
一両
に
比
例
分
配
し
て
、
荒

地
に
之
を
幅
削
話
せ
し
め
た
る
に
起
り
、
大
型
寺

・且

保
田
可
に
別
展
を
設
け
て
版
山
間
を
山
聞
知
し
た
。
弘
化
冗

の
制
で
あ
っ
た
。

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
ジ
ン
ノ
キ

大
聖
寺
陣
之
記

一

加
。
若
者
不
明
。
医
長
五
年
前
仰
利
長
が
山
口
宗
ホ

の
大
型
寺
城
を
攻
陥
し
た
こ
と
か
ら
、
約
い
て
小
法

の
丹
羽
長
震
の
混
と
浅
井
畷
に
時
ひ
、
後
利
投
が
長

一
肢
を
伴
う
て
上
治

L
、
提
訴
の
封
を
失
斗
に
一
歩
る
ま

で
を
、
十
二
項
の
一
つ
替
に
し
て
間
潔
に
記
し
て
あ

る
。
終
に
『
加
州
設
到
純
手
の
桜
子
、
成
問
牢
右
衛

門
神
川
玄
排
般
に
物
船
の
提
訴
』
が
、
十
五
項
附
縦

せ
ら
れ
て
日
る
。

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
セ
キ
シ
ヨ

大
聖
寺
闘
所
大
事

寺
に
闘
闘
を
股
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
古
〈
躍
長
十

百
年
前
川
利
長
の
命
に
よ
っ
て
、
越
中
高
岡
か
ら
逃

走
し
た
尾
山
町
牢
人
石
原
級
次
を
こ
L

で
切
殺
し
た
こ

と
を
以
て
初
見
と
す
る
。
立
永
十
六
年
大
型
寺
務
が

分
立
し
て
か
ら
も
、
組
中
出
と
A
J
h

に
加
到
滞
の
二
大

捌
門
た
る
役
円
を
成
し
た
。
そ
の
位
置
は
越
前
か
ら

火
山
揖
寺
町
に
入
ら
ん
と
す
る
灰
で
、
今
に
山
町
町
の
名

を
存
し
て
ゐ
る
。
開
門
は
日
仰
に
附
き
、
日
授
に
州
問

ぢ
、
夜
州
は
秘
射
に
泊
行
を
地
川さ
ず
、
足
腕
十
数
人

非
番
と
ん
品
格
と
に
分
か
れ
て
、
強
夜
之
を
守
っ
た
。

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
ソ
ン
メ
イ
チ
ョ
ウ

大
聖
寺
村
名

帳
大
山
寺
務
の
領
内
江
泊
榔
百
三
十
五
ヶ村
・能
楽

部
六
ヶ
村
の
日
出
名
を
、
西
庄
・北
山山辺
・山
中
谷
・
那
谷

谷
・協
同
・能
楽
境
・四
十
九
院
谷
・奥
山
方
に
分
け
て

縦
せ
た
も
の
。
江
泊
郷
で
は
出
郷
庄
名
が
凡
べ
て
僻

は
ら
な
い
か
ら
、
か
う
し
た
匝
削
に
従
う
た
の
で
あ

る。

年
宇
治
の
茶
畑
青
年
大
型
寺
に
来
っ
て
宇
治
風
の
は
咽

一
加
賀
滞
木
綿
邸
の
火
に
亦
少
し
〈
類
焼

L
た。

土
屋

地
製
法
を
停
へ
、
お
永
二
年
に
は
近
江
の
磯
五
郎
が

一
政
の
建
築
は
‘
そ
の
放
末
期
の
給
制
に
よ
っ
て
釘
寸

信
楽
風
を
停
へ
た
。
安
政
六
年
大
山
町
寺
の
茶
商
矢
町

一
る
に
、
表
約
七
百
伴
、
限
式
約
三
百
八
イ
伴
を
有
L
、

屋
清
三
郎
等
丹
波
の
股
工
部
次
郎
の
御
告
に
従
ひ
、

一
外
に
長
屋
・土
縦
・諸
士
の
貸
小
屋
が
あ
っ
た
。

矢
印
村
に
製
透
明
婦
の
聞
き
、
元
治
元
年
に
は
嗣
到
の

一
公
一
〉
中
日
出
版

l
中
屋
蜘
は
下
谷
地
之
川
七
軒
町
に
在

職
工
よ
り
紅
茶
の
製
法
を
習
ひ
、
孤
び
に
蔚
升
滞
の

一
っ
て
、
そ
の
間
的
制
は
明
ら
か
で
な
い
。
利
直
の
元
職

産
物
所
に
托
し
て
長
崎
に
輪
出
し
た
。
次
い
で
明
治
一

十
六
年

十
一

且
H
九
日
御
聞
記
司
町
の
出
火
に
顎
枝

元
年
大
型
寺
滞
の
産
物
腕
は
、
東
方
国
民
平
の
終
に
よ

一
L
、
利
請
の
時
写
保
十
五
年
正
月
十
二
日
米
の
刻
門

っ
て
限
野
を
開
拓
L
、
茶
樹
を
航
ゑ
し
め
て
貿
易
茶
一
前
の

川
家
よ
り
火
を
失
し
た
潟
、
こ
の
郎
の
門
・廊

の
製
造
を
奨
励
し
た
。

一
等
を
焼
失
し
た
こ
と
が
あ
る
。
利
道
の
明
利
八
年
十

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
ニ
ン
セ
イ
大
聖
寺
仁
清
ま
た
一
且
十
八
日
亦
災
に
催
り
、
苧
利
元
年
作
続
物
芭
お
よ

仁
消
古
九
谷
と
も
い
ふ
。
素
地
は
江
泊
榔
吸
坂
の
銅

一
白
川
火
し
た
。
併
し
こ
の
郎
は
住
民
政
で
あ
っ
た

色
赤
土
で
、
上
に
自
制
を
か
け
、
給
附
の
級
・鮒
背
・
一
故
、
俄
然
た
る
殴
聞
の
役
引
を
有
せ
な
か
っ
た
も
の

筑
・赤
の
各
色
に
仁
荷
風
の
稚
味
あ
る
も
の
。
吸
坂

一
と
忠
は
れ
る
。

協
の
一
一
純
で
、
A
保
次
郎
兵
衛
の
作
で
あ
ら
う
と
い

一
2
5下
屋
敷
|
下
屋
政
は
駒
込
千
駄
木
川
に
花
つ

は
れ
る
。

l
ス
ヒ
サ
カ
ヤ
キ
吸
坂
焼
。

一
て
、
而
政
一
成
歩
除
。
利
訟
の
正
徳
三
年
十

-
B
JH

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
ノ
主
主
カ
ヒ

大
聖
寺
白
鞍
↓
ケ

一
二
日
間
削
税
、
利
制
の
安
永
九
年
三
且
夜
廻
り
小
屋
よ

イ
チ
ョ
ウ
ノ
エ
キ
殴
長
の

役

。

一

り

出
火
、
及
び
利
之
の
文
化
十
年
正
月
屋
政
円
相
竹
恒

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
ハ
ン
エ
ド
テ
イ

大
聖
寺
務
江
戸

一
火
災
、
同
年
六
且
二
十
日
足
開
小
皮
焼
失
容
の
こ
と

邸

〈
一
〉
上
農
政
|
大
山
町
寺
滞
の
江
戸
上
農
政
は
本

一
が
あ
b
、夫
人
の
隠
阿
国
後
多
く
之
を

R
mに
充
て
た
。

郷
茅
別
に
在
っ
た
。
武
鑑
に
之
を
下
谷
池
之
端
と
記

一
(
四
)
明
治
以
後
!
明
治
元
年
上
下
郎
共
同
制
却
し
、
そ

す
の
は
非
で
あ
る
。
も
と
加
賀
滞
本
郷
邸
の
一
部
で
、
一
の
上
問
団
般
の
地
は
元
来
加
到
務
有
で
あ
っ
た
も
の
で

そ
の
間
槌
五
千
七
百
一
治
歩
。
議
L
滞
組
前
聞
利
治
、

一
あ
る
か
ら
之
を
訟
L
、中
農
政
・下
康
般
の
地
は
四
年

寛
永
四
年
よ
り
こ
L

に
在
っ
た
が
、
イ
六
年
分
封
を
一
六
周
十
二
日
そ
の
返
上
を
命
ぜ
ら
れ
、
次
い
で
本
郷

受
け
る
に
及
び
、
直
に
上
屋
政
に
充
て
た
も
の
で
あ
一

弓
町
大
河
内
制
之
丞
の
土
地
を
代
相
と
し
て
下
附
世

る。

利
明
の
天
和
二
年
」
i
二
且
甘
八
日
駒
込
大
剛
寺
一
ら
れ
、
之
に
存
す
る
家
底
は
七
且
十
八
日
目
笠
け
て

の
出
火
に
類
焼
し
た
後
邸
地
の
形
状
を
正
し
、

m
L
一
住
民
に
治
て
た
。

て
五
千
九
百
九
十
七
時
と
な
り
、
利
直
の
元
隊
十
六

一

ダ
イ
シ
ョ
ウ
ジ
ハ
ン
ケ
イ
フ
大
聖
寺
薄
茶
諮

年
十

一
且

H
九
日
亦
災
に
桜
り
、
利
賀
の
時
平
保
十

一
明
和
八
年
九
且
井
上
治
兵
衛
迦
知
之
を
畑
山
じ
て
、
大

五
年
正
且
十
二
日
に
も
、
中
屋
敷
の
門
前
よ
り
出
火
一
禦
寺
務
中心

前
倒
利
遣
の
佐
母
結
林
院
に
拠
へ
た
も

し
て
茅
町
に
延
焼
し
、
迭
に
上
屋
蚊
を
焼
亡
し
た
こ

一
の
。
次
い
で
寛
政
二
年
四
月
に
は
、
務
中
心
の
系
訓
を

と
が
あ
る
。

利
遣
の
元
文
三
年
正
且
廿
九
日
こ
の
邸
一
幕
府
に
提
出
す
る
必
裂
が
あ
っ
て
、
泡
加
の
子
新
右

の
長
屋
災
に
椛
り
、
利
之
の
文
政
八
年
十
二
且
九
日

一
衛
門
専
が
そ
れ
を
拠
定
し
た
。

四
九
四


